
 
 

         非常時の対応について 
 
 
○基本的対応 
  地震を含む災害などが発生した場合は、施設等の破損に注意し、利用者の避難誘導・ 

救護活動等を行い、二次災害の防止に努め対応する。 
  ・会場スタッフは、状況を判断し初期対応を行う。 
  ・災害の状況（内容・規模）にあわせて利用者の避難誘導等を行い安全確保に努める。 
  ・傷病者や事件等の場合は救護処置や各関係機関に連絡を取るなど初期対応を行う。 
  ・緊急車両や救急隊等の誘導を行い円滑な処置に努める。 
  ・情報を収集し、関係機関（警察・消防等）との連携を行う。 
  ・被害の軽減と二次災害の防止に努める。 
 
①火災発生時対応 
   対応マニュアル（別紙１） 
      
②地震発生時対応 
   対応マニュアル（別紙２） 
 
③傷病者対応 
   傷病者が発生した場合は、状況により主催者等と連携を取り、会場内で手当てできるか等の

判断をし、場合によってはＡＥＤの使用や救急車の手配を行う。 
                               

発生 
        軽度の場合                 重度（意識不明）の場合 
 
 

     
会場内で対応                救急車を要請 

        （休憩・救急箱対応など）           （ＡＥＤ処置を含む） 
   

 
 ④不審者・不審物など 
   不審者 ⇒ 不審者を発見した場合は、主催者やガードマン・会場係と連携を図り、 

退場を促すなどの対応を取る。 
   不審物 ⇒ 不審物を発見した場合は、触らず現場の保全・管理指示を指示し、 

警察へ通報する。 
また、利用者の避難が必要な場合は火災時と同様の避難誘導を行う。 



主自火報装置発報 副自火報装置発報

元の持ち 催事継続。

場に戻る。

主催者に

連絡をし連

携を取る。

119番へ通報 出火場所や出火規模 消火器及び消火栓を 各使用会場から 消火器及び消火栓を

状況を伝える。 非常階段と市民広場 使用し初期消火を 非常階段（3ヶ所） 使用し初期消火を

への誘導放送。 行う。 を使用し1Ｆ市民広場 行う。

へ避難させる。

ケガ人の有無の確認

主催者に

避難人数やケガ人 消火等の状況を報告 状況報告

の有無報告 を行う。

誤報 誤報

消防署消防隊到着（各自衛消防隊長から報告を行う。）

避難誘導班 消火班

（避難誘導班から） （消火班から）

消防署へ通報 非常放送 初期消火

神戸国際会議場（Ｂ１～５Ｆ） 火災発生時の対応マニュアル

実際の火災（会議場自衛消防隊長からの指示）

会議場自衛消防隊長への報告防災センター自衛消防隊長への報告

実際の火災（防災センター自衛消防隊長からの指示）

１Ｆ防災センター

警備員（自衛消防隊）発報場所確認

２Ｆ会議場事務所

会議場職員（自衛消防隊）発報場所確認



安全防護班（先発隊）

・使用階までの避難通路及び避難階段（3ヶ所）の安全確保（確認）

　（シャベルやバールを使用し障害物を除去する。漏電等のチェック。）

避難誘導班

・避難誘導班は、先発隊が確保した避難通路を使用し利用客（参加者等）を避難誘導する。

初期消火班

・建物内で火災が発生した場合は、先発隊が確保した避難通路を使い現場に向い初期消火を行う。

応急救護班

119番へ通報 館内外の状況や 消火器及び消火栓を ・ケガ人などが発生している場合は、レジャーシートや毛布、常備薬にて対応する。

状況を伝える。 （火災発生含む。） 使用し初期消火を ・場合によってはAEDも使用する。

非常階段と避難場所 行う。 情報収集班

への誘導放送。 ・上記班やテレビ・ラジオ・インターネット等から収集した情報を隊長に伝える。

自衛消防隊長

・上記のように各班に指示を出し、また、情報収集班から得た情報を基に最良と思われる

　下記避難場所に避難指示を出す。

①建物内外に崩壊や火災が認められるが、津波の心配がない場合　⇒　市民広場

②建物内外に崩壊や火災が発生しいるうえ、ある程度の津波が予想される場合　⇒　2Fﾛｰﾀｰﾘｰ

③建物内外に損傷があまりなく大津波が予想される場合　⇒　4Fバルコニー

各消防隊は所轄の消防隊に協力し、避難誘導、応急救護、消火活動などを行う。

所轄の消防隊へ報告する

自衛消防隊長

所轄消防隊到着

各自衛消防隊長から報告を受ける

所轄に消防隊へ報告する

会議場自衛消防隊長は各班の報告を受ける防災センター自衛消防隊長は各班の報告を受ける

情報収集班

神戸国際会議場（Ｂ１～５Ｆ） 地震発生時の対応マニュアル

地震発生後に揺れが治まった時

自衛消防隊の主な役割

実際の地震（会議場自衛消防隊長から指示）実際の地震（防災センター自衛消防隊長から指示）

１Ｆ防災センター

防災センター自衛消防隊（警備員）避難導線確認

２Ｆ会議場事務所

会議場職員（自衛消防隊）避難導線確認

地震発生後に揺れが治まった時

消防署へ通報 非常放送 初期消火（火災発生時）

避難誘導班

初期消火班

安全防護班（先発隊）

応急救護班
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